
   碧南市農業活性化センターあおいパーク指定管理者候補者の選定結果について 

 碧南市農業活性化センターあおいパーク指定管理者審査委員会の審査を経て、下記のと

おり指定管理者候補者を選定しました。 

指定管理者の指定は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、令和７年１２月

開催の市議会定例会の議決を経た後に正式に指定することとなります。 

記 

１ 対象施設 

(1) 名称 

碧南市農業活性化センターあおいパーク 

 (2) 所在地 

 愛知県碧南市江口町３丁目１５番地３ 

 (3) 設置目的 

   農業と市民との交流の場を市民に提供するとともに地域農業の振興に寄与すること 

２ 指定管理者が行う業務及び事業 

(1) 指定管理業務 

ア あおいパークが実施する事業に関する業務 

イ 施設の利用の許可及び不許可その他施設の利用に関する業務 

ウ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

エ その他市長が必要と認める業務 

(2) 自主事業 

ア 農産物等の販売に関する事業 

イ レストランの運営に関する事業 

ウ イベント、教室、講座等に関する事業 

３ 指定管理期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

４ 経過 

 (1) 募集要項の配布 

   令和７年７月４日（金）から７月２５日（金）まで 

 (2) 公募説明会・施設見学会 

   令和７年７月２８日（月） ６事業者参加 



 (3) 応募受付 

   令和７年９月２日（火）から９月５日（金）まで １事業者応募 

 (4) 第一次審査（書類審査） 

   令和７年９月中旬  

 (5) 第二次審査（ヒアリング） 

   令和７年１０月１０日（金）  

５ 選定結果 

審査結果 申請者 
審査得点 

（８００点満点） 

指定管理者候補者 木村建設株式会社 ５６８．５点 

※ 合格点 ４８０点（６割）以上 


